
  

農林漁業の人材確保 
 

取りまとめ 
 

「農業人材力強化総合支援事業（旧新規就農・経営継承総合支援事業）」（農林水

産省所管事業） 

「「緑の新規就業」総合支援対策」（農林水産省所管事業） 

「新規漁業就業者総合支援事業」（農林水産省所管事業） 

 

・ 農林漁業への新規就業者の確保のためには、農林漁業を成長産業化し、就業先と

して魅力のある産業とすることが何よりも重要である。 

・ 就業希望者に対する給付金については、必要性及び効果を検証し、雇用就農も含

めて新規就業者の裾野拡大につながるよう、交付対象を効果的・効率的なものに

見直すべきである。特に、農家子弟への支援については、見直しを検討すべきであ

る。また、交付単価についても、適正な水準であるか検証すべきである。 

・ 新規就業者に研修を行う法人・団体等への支援については、研修先にとっても人材

確保のメリットがあることから、国の負担は限定的なものとすべきである。特に、研修

後も研修先に継続雇用されることを前提とする場合には、国の支援の必要性を見

直すべきである。また、研修後の定着率の向上に向けた取組として、研修先に求め

る定着率に関する要件を厳しくする等、更に支援対象を限定するような見直しを行

うべきである。 

 


